
次期「北海道医療計画」の策定について
（在宅医療の提供体制）

在宅医療（訪問診療）の需要の推計方法（案）

北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課
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29 30年度 1 2 3 4 5 6 7（2025） 8年度
第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画
地域医
療構想

追
加
的
な
介
護
施
設
や
在
宅
医

療
等
の
需
要

約
30
万
人

Ｃ３

未
満

医療
区分１
70％
＋

地域
差解
消分

従来、一般病床が受け
皿となってきた分のサー

ビス必要量

市町村別の推計データを提供

２．医療計画、介護保険事業計画における目標・見込み量との関係①

従来、療養病床が受け皿
となってきた分のサービス

必要量

在宅医療の整備目標（医療
計画）と、サービス量の見
込み（介護保険事業（支
援）計画）に反映

追加的需要
を比例的に推計
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29 30年度 1 2 3 4 5 6 7(2025) 8年度
第７次 医療計画 （中間見直し）

第７期 介護保険事業(支援)計画 第８期 介護保険事業(支援)計画

第８次 医療計画

第９期 介護保険事業(支援)計画
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な
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３．医療計画、介護保険事業計画における目標・見込み量との関係②

①

②

＝

約30万人

医療計画、介護保険事業（支援）計画におけるサービス需要の考え方

①
既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、介護医療院、老人保健施設又は特別養護老人ホームへ移行するこ
とにより、介護サービスが受け皿となる分（介護療養型医療施設については移行前後で介護サービスとしての受
け皿であることに変わりはない）

②
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、介護医療院、老人保健施設又
は特別養護老人ホームが受け皿となる分

③
①以外の介護施設・在宅医療等への移行、高齢化の動向に伴う需要増等について、在宅医療及び介護サービス
（在宅サービス・居住系サービス）が受け皿となる分
（既存の介護療養型医療施設や医療療養病床が、特定施設入居者生活介護等に移行する場合も含む）

④
外来が受け皿となる分（介護サービスについては、利用者の状態像が明らかではなく必ずしも定量的な介護サー
ビスの受け皿の推計ができるわけではない）

③

④
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